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リーディング企業成長助成補助金交付要領 

 

 （趣旨） 

第１条 リーディング企業成長助成補助金は、中小企業者の事業化に向けた新規性を有する

技術開発や、その技術を活かした商品等の事業化展開に係る取組を支援し、県内産業を牽

引する中核的企業を育成することにより、高付加価値を生み出す稼げる企業の創出を実現

し、熊本県の経済の上昇及び新型コロナウイルス感染拡大による影響の軽減・防止を図る

ことを目的に、県内中小企業者（以下「補助事業者」という。）に対し、予算の範囲内に

おいて補助金を交付するものとする。 

この補助金の交付については、熊本県補助金等交付規則（昭和56年熊本県規則第34号。

以下「規則」という。）及び熊本県商工観光労働補助金等交付要項（以下、「要項」とい

う。）に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

 （補助金の種類） 

第２条 本要領に基づき交付する補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。 

 ・リーディング企業成長助成補助金（Ａ類型） 

 ・リーディング企業成長助成補助金（Ｂ類型） 

 

 （補助金の交付対象） 

第３条 補助金（Ａ類型）の交付対象となる企業は、この補助金の交付の決定が行われる日以前に

リーディング企業若しくはリーディング育成企業として熊本県知事の認定を受けた企業とする。た

だし、集中支援期間内である企業に限る。 

  補助金（Ｂ類型）の交付対象となる企業は、この補助金の交付の決定が行われる日以前にリーデ

ィング企業、リーディング育成企業若しくはサブ・リーディング育成企業として熊本県知事の認定

を受けた企業とする。ただし、認定の取消しを受けた企業は除く。 

 

２ 補助金の交付対象となる事業は、この補助金の申請を行う年度内に完了する次の各号に掲げる事

業（１）～（３）のいずれか１つとする。ただし、補助金（Ｂ類型）については、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大により、事業活動に生じた影響又は顕在化した課題を解決し、更なる成長につな

げるために行う事業に限る。 

（１）新技術・新商品開発事業 

ア 新技術の研究開発事業 

イ 新商品の試作、改良事業 

ウ 新商品のデザイン等の改善事業 

エ 新商品の求評事業 

オ その他新技術・新商品開発のために県が適当と認めた事業 

（２）販路開拓事業 

ア 展示会の開催、見本市等への参加 

イ 専門コンサルタントの委嘱等により行う販路開拓に関する調査及び指導 

ウ 広報及び品質表示等の事業 

エ その他販路開拓のために県が適当と認めた事業 

 （３）生産性向上事業 

  ア 設備導入による生産設備の強化 

  イ 他社特許の利用等による生産技術の強化 

  ウ その他生産性向上のために県が適当と認めた事業 

 

 （補助対象経費） 

第４条 補助対象経費（補助金の交付の対象となる経費をいう。以下同じ。）は、補助対象事業に要
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する経費とする。 

 

２ 前項の補助対象経費は、次のとおりとする。 

新技術・新商品開発事業 
謝金、旅費、直接人件費、研究開発費、庁費、委託費、 

設備導入費、特許使用料 

販路開拓事業 謝金、旅費、庁費、委託費 

生産性向上事業 謝金、旅費、庁費、委託費、設備導入費、特許使用料 

 

（補助率及び補助金の限度額） 

第５条 補助対象経費に対する補助率又は補助金の限度額は、次のとおりとする。 

補助金名 補助率 補助上限額 

リーディング企業成長助成補助金（Ａ類型） 補助対象経費の３分の２以内 1,000万円 

リーディング企業成長助成補助金（Ｂ類型） 補助対象経費の３分の２以内 500万円 

 

 （補助金の交付の申請） 

第６条 規則第３条第１項に規定する申請書に次の書類を添付するものとする。 

（１）事業計画書 様式１－１ 

（２）収支予算書 様式１－２ 

２ 前項の申請書の提出部数は、２部とする。 

３ 補助事業者は、規則第３条第１項の申請をするに当たって、補助金に係る仕入れに係る

消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消

費税法(昭和６３年第１０８号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分

の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗

じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、

その金額が明らかな場合には、これを減額した額で申請しなければならない。 

 

 （決定の通知） 

第７条 規則第６条の規定による補助金の交付決定の通知は、別記第３号様式により行うものとす

る。 

２ 前条第１項の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付決定を行うま

でに通常要すべき標準的な期間は、３０日とする。 

３ 知事は、第１項の通知に際して必要な条件を付することができる。 

４ 知事は、補助金（Ｂ類型）について、新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律

第３１号）第３２条の規定に基づく緊急事態宣言の発令日（令和２年４月７日）以降で交付決定

の前に行われた事業に要する経費についても、申請書に記載する事業との同一性が予算書等によ

って確認が可能で、適正と認められる場合には、補助金の対象とすることができる。 

 

 （補助事業の内容等の変更） 

第８条 規則第７条第１項に規定する補助事業等の内容等の変更事由は、補助事業の内容に

著しい変更が生じた場合とする。ただし、経費の配分が、経費区分ごとにおいて助成総額

の２０パーセント以内の変更については、この限りではない。 

２ 規則第７条第１項の変更申請書は、別記第４号様式によるものとし、事業変更計画書は、

様式２のとおりとする。 

３ 規則第７条第３項において準用する規則第６条の規定による補助事業の内容等の変更

の決定通知は、補助金の交付決定額に変更を生じるときは変更交付決定通知書（別記第５

号様式）により、補助金の交付決定額に変更を生じないときは変更計画承認通知書（別記
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第６号様式）により行うものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 規則第８条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知

を受けた日から起算して１０日を経過した日とする。ただし、特に必要と認められるとき

は、この期日を繰り上げることができる。 

 

（補助事業の経理等） 

第１０条 事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経

理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 事業者は、補助金に係る経費について、様式３による補助金調書を作成しておかなけれ

ばならない。 

３ 事業者は、第１項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含

む。）の日の属する年度の終了後５年間、知事の要求があったときは、いつでも閲覧に供

せるよう保存しておかなければならない。 

 

（契約等） 

第１１条 事業者は、補助事業を遂行するために必要な契約を行うに当たり、契約の相手方に対し、

補助事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めるための措置をとることとする。 

２ 事業者は、契約（契約金額１００万円未満のものを除く）に当たり、知事から補助金交付等停止

措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、補助事

業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難又は不適当である場合は、知事の承認を

受けて当該事業者を契約の相手方とすることができる。 

３ 知事は、事業者が前項本文の規定に違反して知事からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置

が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は必要な措置を求めることがで

きるものとし、事業者は知事から求めがあった場合はその求めに応じなければならない。 

４ 前項までの規定は、補助事業の一部を第三者に請負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施す

る体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、事業者は、必要な措置を講じるものとする。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第１２条 事業者は、第６条第１項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又

は一部を知事の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、

信用保証協会、資産の流動化に関する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項

に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）

第１条の３に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでな

い。 

２ 知事が第１５条第１項の規定に基づく確定を行った後、事業者が前項ただし書に基づ

いて債権の譲渡を行い、事業者が知事に対し、民法（明治２９年法律第８９号）第４６

７条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成１０

年法律第１０４号。以下「債権譲渡特例法」という。）第４条第２項に規定する通知又

は承諾の依頼を行う場合には、知事は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又

は次の各号に掲げる異議をとどめるものとする。また、事業者から債権を譲り受けた者

が知事に対し、債権譲渡特例法第４条第２項に規定する通知若しくは民法第４６７条又

は債権譲渡特例法第４条第２項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とす

る。 

（１）知事は、事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、
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又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。 

（２）債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又

はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。 

（３）知事は、事業者による債権譲渡後も、事業者との協議のみにより、補助金の額そ

の他の交付決定の変更を行うことがあり、この場合、債権を譲り受けた者は異議

を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が

及ぶ場合の対応については、専ら事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により

決定されなければならないこと。 

３ 第１項ただし書に基づいて事業者が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、会

長が行う弁済の効力は、知事が支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１３条 規則第５条第１項第１号の規定により、補助事業の中止又は廃止の承認を受けよ

うとする場合の承認申請書は、様式４のとおりとする。 

２ 前項に加えて、次の各号のいずれかに該当する場合には、第７条の交付の決定の全部

若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

（１）事業者が、法令、本要項又は法令若しくは本要項に基づく会長の処分若しくは指

示に違反した場合 

（２）事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

（３）事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

（４）交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必

要がなくなった場合 

（５）事業者が、別紙の誓約事項に違反した場合 

３ 知事は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助

金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。 

４ 知事は、前項の返還を命ずる場合には、第２項第４号に規定する場合を除き、その命

令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利１０．９５パーセン

トの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

５ 第３項に基づく補助金の返還については、第１７条第３項の規定を準用する。 

 

 （補助事業の遅延等の報告） 

第１４条 規則第５条第１項第２号の規定により補助事業を予定の期間内に完了すること

ができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに様式

５による報告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

 （状況報告） 

第１５条 規則第１１条の規定による状況報告は、様式６によるものとする。 

 

 （実績報告） 

第１６条 規則第１３条の実績報告書は、別記第８号様式によるものとする。 

２ 規則第１３条に規定する添付書類の様式は、次の各号のとおりとする。 

（１）事業実績書 様式７－１ 

（２）積算明細書 様式７－２ 

（３）収支精算書 （様式１－２を準用する。） 

３ 第１項の実績報告書の提出は、補助事業の完了の日から起算して２週間を経過した日又

は当該会計年度の３月１６日のいずれか早い日までとする。 
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 （補助金の額の確定） 

第１７条 規則第１４条の規定による補助金の額の確定通知は、補助金交付確定通知書（別記第９号

様式）により行うものとする。 

２ 知事は、事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超え

る補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納

付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９

５パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

 （補助金の請求等） 

第１８条 補助事業者は、前条の規定により交付する補助金交付確定通知書を受理した後に、規則第

１６条第１項の請求書を提出するものとする。 

２ 前項の請求書は別記第１０号様式とする。 

３ 規則第１６条第１項の補助金の概算払に係る申請書及び請求書は、前項の規定にかかわ

らず、別記第１１号様式及び別記第１２号様式によるものとする。 

 

 （財産の管理・処分の制限等） 

第１９条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用が増加した財産（以下「取得財産

等」という。）について、補助事業の完了後も様式８による取得財産等管理台帳を備え、

その保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

２ 規則第２１条第２項の規定により処分を制限する財産は、取得又は効用の増加価格が５

０万円（税抜き）以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。 

３ 規則第２１条第２項に規定する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和４０年大蔵省令第１５号）」に規定する耐用年数に相当する期間とする。 

４ 規則第２１条第２項に規定する財産の処分をするときは、様式９のとおりとし、知事の

承認を受けなければならない。 

５ 前項の承認に係る取得財産等の処分をしたことにより収入があるときは、その収入の全

部又は一部を知事が指定する口座に納付させることができるものとする。 

 

 （証拠書類の保管） 

第２０条 規則第２３条に規定する別に定める期間は、補助事業完了の経過後５年間とする。ただし、

知事が別に定める場合を除く。 

 

 （実施結果の事業化） 

第２１条 第３条に掲げる補助事業を実施する補助事業者は、補助事業の実施の結果の事業

化に努めることとする。 

２ 知事は、補助事業の完了した日の属する各補助事業者の事業年度の終了後５年間、当該

補助事業に係る過去１年間の事業化状況について、様式１０による報告を補助事業者に求

めることができる。 

３ 補助事業者は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類を当該報告に係る事業年度

の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（産業財産権等に関する届出） 

第２２条 補助事業者は、補助事業に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権又は

意匠権等（以下「産業財産権等」という。）を補助事業年度又は補助事業年度の終了後５

年以内に出願若しくは取得した場合、又はそれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場

合には、遅滞なく様式１１により、知事に届け出なければならない。 
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  （収益納付） 

第２３条 知事は、様式１０別紙により、補助事業者に当該補助事業の実施結果の事業化、

産業財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与

による収益が生じたと認めたときは、当該補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は

一部に相当する金額を知事に納付させることができる。 

 

  （成果の発表） 

第２４条  知事は、補助金の交付を受けて行った事業の成果について必要があると認めると

きは、当該補助事業者に成果を発表させることができる。 

 

（情報管理及び秘密保持） 

第２５条 事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を提供す

る者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理

をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。 

なお、情報のうち第三者の秘密情報（事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定されない。）

については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏え

いしてはならない。 

２ 事業者は、補助事業の一部を第三者（以下「履行補助者」という。）に行わせる場合には、履

行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。事業者又は履行補助者の役員又は従業員

による情報漏えい行為も事業者による違反行為とみなす。 

３ 本条の規定は補助事業の完了後（廃止の承認を受けた場合を含む。）も有効とする。 

 

（暴力団排除等に関する誓約） 

第２６条 事業者は、別紙の誓約書の記載事項について補助金の交付申請前に確認の上、

交付申請書の提出の際に提出しなければならない。 

 

  （雑則） 

第２７条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

この要領は、令和２年（２０２０年）７月８日から施行する。 


